
承認第2号

専決処分の承認について(うるま市税条例の一部を改正する条例)

令和8年6月8日提出

うるま市長中村・ 正人

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第17 9条第1項の規定により、別紙のとお 

り専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

-1-



専決処分書

うるま市税条例の一部を改正する条例(別紙)

令和8年3月31日

うるま市長中村正,

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第17 9条第1項の規定により、議会を招 

集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専決処分する。

理由

地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)が令和8年3月31日に 

公布されたことに伴い、うるま市税条例(平成17年うるま市条例第4 5号)につい 

ても直ちに改正し、公布する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により 

専決処分する。

1S
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幼
うるま市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和8年3月31日

うるま市条例第22号

うるま市長堕何也

うるま市税条例の一部を改正する条例

うるま市税条例(平成17年うるま市条例第4 5号)の一部を次のように改正する。

第18条の3中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第19条中「、第81条の6第1項」を削り、同条第2号及び第3号中「第81条の 

6第1項の申告書、」を削る。

第3 3条第3項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「特定配当 

等」という。)」の次に「(同号口に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)」 

を加える。

第8 〇条第1項を次のように改める。

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。

第8 0条第2項を削り、同条第3項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第1項」 

を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改 

め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第2 

項とする。

第81条第1項を次のように改める。

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場 

合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

第81条第2項中「3輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第3項及び第4 

項を削る。

第81条の3から第81条の8までを削る。

第81条の9 (見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第8 

1条の3とする。
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第8 2条(見出しを含む。)、第8 3条(見出しを含む。)及び第8 5条(見出しを 

含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第8 7条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第1項中「種別割」を 

「軽自動車税」に、「施行規則第3 3号の4の2様式」を「施行規則第3 3号の4様式」 

に改め、同条第2項及び第3項中「施行規則第3 3号の4の2様式」を「施行規則第3 

3号の4様式」に改める。

第8 8条の見出し、第8 9条(見出しを含む。)並びに第9 0条の見出し並びに同条 

第1項、第2項、第4項及び第5項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。

第91条第2項中「第8 0条第3項ただし書」を「第8 0条第2項ただし書」に、 

「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第7項中「種別割」を「軽自動車税」に改め 

る。

附則第7条の3の前の見出し及び同条を削る。

附則第7条の3の2第1項中「居住年が平成11年から平成18年まで又は」を「同 

法第41条第1項に規定する居住年が」に、「において、前条第1項の規定の適用を受 

けないときは」を「には」に、「附則第5条の4の2第5項」を「附則第5条の4第5 

項」に改め、同条第2項中「附則第7条の3の2第1項」を「附則第7条の3第1項」 

に改め、同条を附則第7条の3とし、同条に見出しとして「(個人の市民税の住宅借入 

金等特別税額控除)」を付する。

附則第8条第1項中「令和9年度」を「令和12年度」に改め、同条第2項中「、附 

則第7条の3の2第1項」を削る。

附則第10条の2第3項中「附則第15条第21項」を「附則第15条第2 0項」に 

改め、同条第4項中「附則第15条第2 2項第1号」を「附則第15条第21項第1 

号」に、「2分の1」を「3分の2」に改め、同条第5項中「附則第15条第2 2項第 

2号」を「附則第15条第21項第2号」に改め、同条第6項中「附則第15条第2 2 

項第3号」を「附則第15条第21項第3号」に改め、同条第7項中「附則第15条第 

2 3項第1号」を「附則第15条第2 2項第1号」に、「2分の1」を「3分の2」に 

改め、同条第8項中「附則第15条第2 3項第2号」を「附則第15条第2 2項第2 

号」に改め、同条第9項中「附則第15条第2 5項第1号イ」を「附則第15条第2 4 

項第1号イ」に、「3分の2」を「2分の1」に改め、同条第10項中「附則第15条 

第25項第1号口」を「附則第15条第2 4項第1号口」に、「3分の2」を「2分の
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1Jに改め、同条第11項中「附則第15条第2 5項第1号八」を「附則第15条第2 

4項第1号八Jに、「3分の2」を「2分の1」に改め、同条第12項中「附則第15 

条第2 5項第1号二」を「附則第15条第2 4項第1号二」に、「3分の2」を「2分 

の1」に改め、同条第13項中「附則第15条第2 5項第2号」を「附則第15条第2 

4項第2号」に、「7分の6」を「5分の3」に改め、同条第14項中「附則第15条 

第2 5項第3号イ」を「附則第15条第2 4項第3号イ」に改め、同条第15項中「附 

則第15条第2 5項第3号口」を「附則第15条第2 4項第3号口」に改め、同条第1 

6項中「附則第15条第2 5項第3号八」を「附則第15条第2 4項第4号」に、「3 

分の2」を「4分の3」に改め、同条第17項から第19項までを削り、同条第20項 

中「附則第15条第2 8項」を「附則第15条第2 7項」に改め、同項を同条第17項 

とし、同条第21項中「附則第15条第3 6項」を「附則第15条第3 5項」に改め、 

同項を同条第18項とし、同条第2 2項中「附則第15条第3 7項」を「附則第15条 

第36項」に改め、同項を同条第19項とし、同条中第2 3項を第2 0項とし、第24 

項を第21項とし、同条に次の1項を加える。

2 2 法附則第15条の11第1項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の1 

とする。

附則第1〇条の3第7項中「附則第12条第16項」を「附則第12条第17項」に 

改め、同条第8項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第2 0項」に改め、同 

条第9項第4号中「附則第12条第2 3項」を「附則第12条第2 4項」に改め、同項 

第6号中「附則第12条第2 4項」を「附則第12条第2 5項」に改め、同条第1〇項 

第5号及び第12項第5号中「附則第12条第31項」を「附則第12条第3 2項」に 

改め、同条第15項中「附則第12条第19項」を「附則第12条第2 0項」に改め、 

同条第16項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障 

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第11 

〇号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に 

関する法律(平成2 4年法律第4 9号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に 

供する施設である」を「施行規則附則第7条の2第1項に規定する補助に係る補助金確 

定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18 

年法律第91号)第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第3項の条 

例で付加した事項を含む。)又は同法第17条第3項第1号に規定する同法第2条第2 

〇号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項 

第3号を次のように改める。

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成 

18年政令第3 7 9号)第5条各号に規定する特定建築物(高齢者、障害者等の 

移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項の条例で定める同法第2条第 

18号に規定する特定建築物を含む。)のいずれに該当するかの別
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附則第15条の2から第15条の6までを削る。

「の種別割」を削り、同条第2項中「令和4年4月1日 

を「令和7年4月1日から令和1〇年3月31日まで」 

同条第3項中「法第4 4 6条第1項第3号」を「同項」

「令和4年4月1日」を「令和7年4月1日」に、「当

附則第16条の2の見出し中「の種別割」を削り、同条第1項中「の種別割」を削り、 

「から第4項まで」を「又は第3項」に改め、同条第2項及び第3項中「の種別割」を 

削る。

附則第16条の見出し中「の種別割」を削り、同条第1項中「法第4 4 4条第3項に 

規定する」を「道路運送車両法第6 0条第1項後段の規定による」に、「から第4項ま 

で」を「及び第3項」に改め、 

から令和8年3月31日まで」 

に改め、「の種別割」を削り、 

に改め、「及び次項」を削り、 

該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和8年度分」に改め、 

「の種別割」を削り、同条第4項を削る。

附則第16条の3第3項第2号、第16条の4第3項第2号及び第17条第3項第2 

号中「、附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「及び附則第7条の 

3第1項」に改める。

附則第17条の2第1項及び第2項中「令和8年度」を「令和11年度」に改める。

附則第18条第5項第2号、第19条第2項第2号及び第2 0条第2項第2号中「、 

附則第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項」を「及び附則第7条の3第1項」 

に改める。

附則第20条の2第2項第2号及び第5項第2号並びに第2 0条の3第2項第2号及 

び第5項第2号中「、第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項」を「及び第7条の 

3第1項」に改める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月!.日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後のうるま市税条例(次条 

第1項において「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和8年 

度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税につい 

ては、なお従前の例による。

2 令和6年4月1日から令和8年3月3I日までの間に新たに取得された地方税法等
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の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法 

(昭和2 5年法律第2 2 6号。次項において「旧法」という。)附則第15条第2 5

項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、 

なお従前の例による。

3 平成3 0年4月1日から令和8年3月3I日までの間に旧法附則第15条の11第 

1項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施 

設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動 

車税について適用する。

2 この条例の施行の日前の3輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環 

境性能割については、なお従前の例による。

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

(うるま市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 うるま市税条例の一部を改正する条例(平成2 6年うるま市条例第16号)の 

一部を次のように改正する。

附則第6条中「の種別割」を削る。
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承認第3号

専決処分の承認について(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等 

に対する軽自動車税の種別割の特例に関する条例の一部を改正する条例)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第17 9条第1項の規定により、別紙のとお 

り専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月8日提出

うるま市長中村正人

一X一



専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第17 9条第1項の規定により、議会を招 

集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専決処分する。

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種

別割の特例に関する条例の一部を改正する条例(別紙)

令和8年3月31日

Wgi
うるま市長中村正人

理由

地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)が令和8年3月31日に 

公布されたことに伴い、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対す 

る軽自動車税の種別割の特例に関する条例(平成17年うるま市条例第4 7号)につ 

いても直ちに改正し、公布する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定によ 

り専決処分する。
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獅
アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割 

の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和8年3月31日 /
うるま市長［彳匂(ヽ

うるま市条例第2 3号

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種 

別割の特例に関する条例の一部を改正する条例

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割 

の特例に関する条例(平成17年うるま市条例第4 7号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特 

例に関する条例

第1条中「の種別割」を削る。

第2条中「の種別割」を削り、「第4 6 3条の18」を「第451条」に改める。

第3条第1項中「の種別割」及び「(種別割)」を削り、同条第2項中「の種別割」を 

削る。

第4条中「の種別割」を削る。

)
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様式第1号及び様式第2号を次のように改める。

様式第1号(第3条関係)

車 種 (Type of Vehicle)

登録番号 (Registration Number)

軽自動車税証紙

(Automobile Tax Stamp)

税 額 (Tax Amount) ¥

課税期間 年 月 日から

(Tax for Months From 年 月 日まで

To)

交付年月日 年 月 日

(Date of Delivery)

うるま市

(URUMA CITY) 〇

様式第2号(第3条関係)

直径 2 . 5センチメートル

也夷済 

TAX PAID 
うるま市

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に 

対する軽自動車税の特例に関する条例の規定は、令和8年度以後の年度分の軽自動車 

税について適用し、令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお 

従前の例による。
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承認第4号

専決処分の承認について(うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課 

税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第179条第1項の規定により、別紙のと 

おり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月8日提出

うるま市長中村正人
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物
専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第17 9条第1項の規定により、議会を招集 

する時間的余裕がないと認め、次のとおり専決処分する。

うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関 

する条例の一部を改正する条例(別紙)

令和8年3月31日

うるま市長中村

理由

地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令(令和 

8年総務省令第3 8号)が令和8年3月3I日に公布されたことに伴い、うるま市地方 

活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(令和元年う 

るま市条例第18号)についても直ちに改正し公布する必要があり、地方自治法第17 
9条第1項の規定により専決処分する。
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うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する 

条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和8年3月31日

うるま市長(扌也

うるま市条例第20号 し L '
うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関 

する条例の一部を改正する条例

うるま市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する 

条例(令和元年うるま市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「令和8年3月31日」を「令和1〇年3月31日」に、「機械及 

び装置、家屋若しくは構築物これらの敷地である土地」を「家屋又は構築物及び償却 

資産(所得税法施行令第6条第1号から第3号まで又は法人税法施行令第13条第1 
号から第3号までに掲げるものに限る。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土 

地」に改め、同条第2項中「令和8年3月31日」を「令和1〇年3月31日」に、

「機械及び装置、家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地」を「家屋又 

は構築物及び償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第3号まで又は法人税法施 

行令第13条第1号から第3号までに掲げるものに限る。)並びに当該家屋又は構築 

物の敷地である土地」に改める。

附則

この条例は、令和8年4月1日から施行する。



承認第5号

専決処分の承認について(うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例J)

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第17 9条第1項の規定により、別紙のとお 

り専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

令和8年6月8日提出

うるま市長中村正人



専決処分書

地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第17 9条第1項の規定により、議 

会を招集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専決処分する。

うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(別紙)

令和8年3月31日

C
理由

うるま市長中村 正」宠ま剧

沖縄県による、子ども•子育て支援納付金課税額の沖縄県国民健康保険標準 

税率の算定に期間を要したこと及び地方税法施行令等の一部を改正する政令

(令和8年政令第8 3号)が令和8年3月31日に公布されたことに伴い、う

るま市国民健康保険税条例(平成17年うるま市条例第4 8号)についても直 

ちに改正し、公布する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により 

専決処分する。
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燃食

うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和8年3月31日

うるま市条例第21号

うるま市長

うるま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

うるま市国民健康保険税条例(平成17年うるま市条例第4 8号)の一部を次のよ 

うに改正する。

第2条第1項第1号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。)」の次に「及 

び子ども•子育て支援法(平成2 4年法律第6 5号)の規定による子ども•子育て支援 

納付金(以下この条において「子ども•子育て支援納付金」という。)」を加え、同項に 

次の1号を加える。

(4) 子ども•子育て支援納付金課税額(保険税のうち、国民健康保険事業費納付 

金の納付に要する費用(沖縄県の国民健康保険に関する特別会計において負担す 

る子ども•子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てる 

ための保険税の課税額をいう。以下同じ。)

第2条第2項ただし書中「6 6万円」を「6 7万円」に改め、同条に次の1項を加え 

る。

5 第1項第4号の子ども•子育て支援納付金課税額は、世帯主(前条第2項の世帯 

主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者 

均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(地 

方税法(昭和2 5年法律第2 2 6号。以下「法」という。)第? 0 3条の4第3 0項 

に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保 

険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算後の額が3万円を超える場合にお 

いては、子ども•子育て支援納付金課税額は、3万円とする。

第3条第1項中「地方税法(昭和2 5年法律第2 2 6号。以下「法」という。)」を 

「法」に改める。

第5条第3号ア中「5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険 

者がいない場合に限る。)をいう。第7条第3号」を「5年を経過する月までの間にあ
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るもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。イ、第7条第3号、 

第9条の3第4号」に、「8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保 

険者がいない場合に限る。)をいう。第7条第3号」を「8年を経過する月までの間に 

あるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。ウ、第7条第3号、 

第9条の3第4号」に改める。

第9条の次に次の2条を加える。

(子ども•子育て支援納付金課税額の所得割額)

第9条の2 第2条第5項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に次条の税率を 

乗じて算定する。

(子ども•子育て支援納付金課税額の税率)

第9条の3 子ども•子育て支援納付金課税額の税率は、次のとおりとする。

(1) 所得割額10 0分の〇. 2 7
(2) 被保険者均等割額 被保険者1人について1,2 0 0円

(3) 18歳以上被保険者均等割額 18歳以上被保険者1人について10 0円

(4) 世帯別平等割額は、次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額と 

する。

ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 800円

イ特定世帯 400円

ウ 特定継続世帯 6 0 0円

第2 2条第1項中「6 6万円」を「6 7万円」に、「)及び」を「)、」に改め、「17 
万円)」の次に「並びに同条第5項本文の子ども•子育て支援納付金課税額からキから 

ケまでに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、 

ヽ 3万円)」を加え、同項第1号に次のように加える。

キ被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額被 

保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について8 4 0円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の18歳以上 

被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主は 

除く。)1人について70円

ケ被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額次に掲 

げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5 6 0円

(イ) 特定世帯 2 8 0円

(ウ)特定継続世帯 4 2 0円

第22条第1項第2号中「30万5, 0 0 0円」を「31万円」に改め、同号に次の
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ように加える。

キ 被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被 

保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6 0 0円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の18歳以上 

被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を 

除く。)1人について50円

ケ 被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に 

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4 0 0円

(イ) 特定世帯 2 0 0円

(ウ)特定継続世帯 3 0 0円

第2 2条第1項第3号中「5 6万円」を「5 7万円」に改め、同号に次のように加え 

る。

キ 被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 被 

保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について2 4 0円

ク 18歳以上被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の18歳以上 

被保険者均等割額 18歳以上被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を 

除く。)1人について20円

ケ 被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額 次に 

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 160円

(イ)特定世帯 8 0円

(ウ)特定継続世帯120円

第2 2条第2項に次の1号を加える。

(3) 被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 次 

に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

ア 前項第1号キに規定する金額を減額した世帯 18 0円

イ前項第2号キに規定する金額を減額した世帯 300円 

ウ 前項第3号キに規定する金額を減額した世帯 480円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 600円

第2 2条第3項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者均等 

割額」の次に「及び18歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第1号中「第2 4条の 

30の5」を「第24条の30の6」に改め、「出産の日」の次に「。以下同じ。」を加 

え、同項に次の3号を加える。



(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の所 

得割額 当該出産被保険者につき第9条の2の規定により算定した所得割額の1 
2分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数 

を乗じて得た額

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の被 

保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の3第2号の規定により算定し 

た被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあって 

は、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産 

前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども•子育て支援納付金課税額の1 
8歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第9条の3第3号の規定に 

より算定した18歳以上被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するも 

のとした場合にあっては、その減額後の18歳以上被保険者均等割額)の12分 

の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗 

じて得た額

第2 2条に次に1項を加える。

4 保険税の納税義務者の属する世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日 

以前である被保険者(以下r18歳未満被保険者」という。)がある場合における当 

該納税義務者に対して課する子ども•子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満被保険者につき算定した被保険者均等 

割額(前3項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の 

被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割 

額に相当する額を減額して得た額とする。

附則第4項中「、第8条」の次に「、第9条の2Jを加える。

附則第5項中「、第8条」の次に「、第9条の2」を加え、「「及び山林所得金額の合 

計額」とあるのは」を「「及び山林所得金額の合計額(Jとあるのは」に、「長期譲渡所 

得の金額の合計額」」を「長期譲渡所得の金額の合計額(」」に改める。

附則第7項から第14項までの規定中「、第8条」の次に「、第9条の2」を加え 

る。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
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(適用区分)

2 この条例による改正後のうるま市国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後 

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税に 

ついては、なお従前の例による。

C

〇
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